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め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
に
お
け
る
保
育
の
利
用
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
　

花
畑
保
育
園
を
廃
止
す
る
も
の

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
足
立
区
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
　

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の

改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る

も
の

◇
足
立
区
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
改

正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
と

と
も
に
、
保
険
料
率
等
を
改
定
す

る
も
の

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
足
立
区
育
英
資
金
貸
付
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

償
還
金
の
減
免
事
由
を
追
加
す

る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

そ
の
他
の
議
案

◇
第
八
中
学
校
旧
校
舎
そ
の
他
解
体

工
事
請
負
契
約

　
契
約
方
法　

条
件
付
一
般
競
争
入
札

　
契
約
金
額　

１
億
６
千

936
万
７
千

760
円

　

相
手
方　

関
口
・
カ
シ
モ
ト

建
設
共
同
企
業
体

◇
鹿
浜
五
色
桜
小
学
校
新
築
工
事
請

負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て

　
変
更
前
金
額　

30
億
４
千

452
万
円

　
変
更
後
金
額　

32
億
７
千

553
万
２
千
円

　

相
手
方　

三
浦
・
田
中
・
新
井

建
設
共
同
企
業
体

◇
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
の
規
約
変
更
に
つ
い
て

　
　

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
軽

減
経
費
を
各
区
等
が
支
弁
す
る
た

め
、
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
も
の

◇
債
権
の
放
棄
に
つ
い
て
（
４
件
）

　
　

足
立
区
生
業
資
金
貸
付
金
の
未

回
収
金
を
放
棄
す
る
も
の

◇
教
師
用
指
導
書
の
購
入
に
つ
い
て

　
契
約
方
法　

特
命
随
意
契
約

　
契
約
金
額　

３
千

380
万
２
千

272
円

　

相
手
方　

東
京
都
東
部
教
科
書

供
給
株
式
会
社

◇
入
谷
大
橋
及
び
花
畑
大
橋
耐
震
補

強
等
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ

い
て

　
変
更
前
金
額　

４
億
１
千
40
万
円

　
変
更
後
金
額　

４
億
６
千

258
万
７
千

760
円

　

相
手
方　

株
式
会
社
大
達
土
木

報　
　

告

◇
損
害
賠
償
額
の
決
定

　
　

区
立
小
学
校
の
教
室
内
に
お
い

て
、
投
げ
た
折
畳
み
傘
が
相
手
方

児
童
の
顔
面
に
当
た
り
裂
傷
を
負

っ
た
こ
と
に
対
す
る
損
害
賠
償
額

（
11
万
４
千

260
円
）
の
決
定

◇
議
決
を
得
た
契
約
の
変
更

　
　

（
仮
称
）
千
住
防
災
ひ
ろ
ば
整

　

備
工
事
請
負
契
約

ほ
か
１
件

◇
訴
え
の
提
起

　
　

区
営
駐
車
場
使
用
料
を
滞
納
し

た
相
手
方
に
対
し
、
未
払
使
用
料

等
を
請
求
す
る
も
の
（
２
件
）

◇
和
解
に
つ
い
て

　
　

区
営
駐
車
場
使
用
料
を
滞
納
し

た
相
手
方
に
対
す
る
駐
車
場
使
用

料
請
求
に
つ
い
て
和
解
す
る
も
の

◇
和
解
に
つ
い
て

　
　

区
営
住
宅
の
使
用
料
を
滞
納
し

た
相
手
方
に
対
す
る
住
宅
明
渡
等

請
求
に
つ
い
て
和
解
す
る
も
の

◇
議
決
を
得
た
契
約
の
変
更

　
　

伊
興
小
学
校
改
築
工
事

諮　
　

問

◇
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦　

　
　

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
と
し
て
、

森
公
任
氏
、
小
林
利
子
氏
、
大
兼

茂
子
氏
、
乾
雅
榮
氏
、
中
川
美
知

子
氏
、
田
中
裕
子
氏
を
法
務
大
臣

に
推
薦
す
る
た
め
、
区
長
か
ら
議

会
の
意
見
を
求
め
ら
れ
、
異
議
な

い
も
の
と
答
申
し
ま
し
た
。

◇
足
立
区
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
に
伴

い
、
議
会
情
報
の
開
示
等
の
決
定

等
に
対
す
る
審
査
請
求
に
関
す
る

手
続
を
定
め
る
も
の

◇
足
立
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
、

特
定
地
域
型
保
育
事
業
等
の
利
用

者
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
　

保
育
利
用
家
庭
を
経
済
的
に
支

援
す
る
こ
と
で
子
育
て
支
援
と
福

祉
の
増
進
を
図
る
も
の

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

否
決
に
反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ

り
）

◇
足
立
区
子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
　

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
が
受
け

ら
れ
る
年
齢
を
拡
大
す
る
も
の　

◇
安
全
保
障
関
連
２
法
の
廃
止
を
求

め
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願

◇
都
立
江
北
高
校
定
時
制
の
存
続
を

求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る

陳
情

◇
高
野
小
学
校
・
江
北
小
学
校
の
学

校
統
廃
合
計
画
中
止
に
関
す
る
陳
情

◇
高
野
小
学
校
の
存
続
を
求
め
る
陳
情

　
（
以
上
４
件
の
請
願
・
陳
情
に
つ

い
て
、
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団

よ
り
不
採
択
に
反
対
の
立
場
か
ら

討
論
あ
り
）

◇
沖
縄
県
名
護
市
辺
野
古
の
米
軍
新

基
地
建
設
の
計
画
断
念
と
工
事
の

中
止
、
代
執
行
裁
判
の
提
訴
取
り

下
げ
の
意
見
書
提
出
を
求
め
る
請
願

　
（
無
会
派
議
員
よ
り
不
採
択
に
反

対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
「
は
だ
し
の
ゲ
ン
」
の
漫
画
に
関

す
る
陳
情

◇
「
は
だ
し
の
ゲ
ン
」
の
自
由
閲
覧

の
維
持
を
求
め
る
陳
情

　
　

―
い
ず
れ
も
請
願
・
陳
情
の
趣

旨
に
沿
い
か
ね
る

　

足
立
区
議
会
は
、
２
月
24
日
の
本

会
議
に
お
い
て
、
足
立
区
議
会
議
員

と
し
て
永
年
在
職
お
よ
び
区
政
の
伸

展
に
貢
献
さ
れ
た
功
労
に
対
し
、
左

記
の
議
員
を
表
彰
し
ま
し
た
。

  

足
立
区
議
会
表
彰
（
在
職
25
年
）

当
選
７
回
、
厚
生
委
員
会
委
員
長
、

生
活
保
護
・
高
齢
者
生
き
が
い
対
策

調
査
特
別
委
員
会
委
員
長
、
総
務
委

員
会
副
委
員
長
、
文
教
委
員
会
副
委

員
長
等
を
歴
任

永
年
在
職
議
員
を
表
彰

■特別区道路線の認定

所在地 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

伊興本町二丁目地内 4.50 75.73

扇一丁目地内 4.00 83.56

島根三丁目地内 4.50 ～ 4.61 166.51議　員
ぬかが　和子

  

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
同
意

　

教
育
委
員
会
委
員
に
つ
い
て
、
区

長
か
ら
任
命
同
意
が
求
め
ら
れ
、
議

会
は
こ
れ
に
同
意
し
ま
し
た
。

教
育
委
員
会
委
員　
　

小
池　

康
之

同　
　
　
　
　
　
　
　

葉
養　

正
明

  

監
査
委
員
の
選
任
に
同
意

　

監
査
委
員
に
つ
い
て
、
区
長
か
ら

選
任
同
意
が
求
め
ら
れ
、
議
会
は
こ

れ
に
同
意
し
ま
し
た
。

監
査
委
員　
　
　
　
　

久
保　

一
夫

　

意
見
書
は
関
係
機
関
に
提
出
し
ま

し
た
。

北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
に
抗
議
す

る
決
議

　

２
月
７
日
、
北
朝
鮮
は
、
わ
が
国

を
は
じ
め
と
す
る
関
係
各
国
が
強
い

自
制
を
求
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
人
工
衛
星
と
称
す
る
事
実
上
の

長
距
離
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
し
た
。

　

こ
れ
は
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
技
術
を

利
用
し
た
す
べ
て
の
発
射
を
禁
じ
た

国
連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
及
び
日

朝
平
壌
宣
言
に
違
反
す
る
と
と
も
に
、

六
者
会
合
共
同
声
明
の
趣
旨
に
反
す

る
も
の
で
あ
る
。
１
月
６
日
の
核
実

験
の
実
施
に
続
き
、
国
際
社
会
に
対

す
る
重
大
な
挑
戦
で
あ
り
、
決
し
て

許
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

平
和
と
安
全
の
都
市
宣
言
を
行
っ

て
い
る
足
立
区
と
し
て
、
国
際
社
会

の
平
和
と
安
全
を
脅
か
す
暴
挙
は
、

断
じ
て
容
認
で
き
ず
、
厳
し
く
糾
弾

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
、
北
朝

鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
に
対
し
厳
重
に

抗
議
す
る
と
と
も
に
、
北
朝
鮮
に
よ

る
核
・
ミ
サ
イ
ル
・
拉
致
問
題
の
早

急
か
つ
包
括
的
な
解
決
を
図
る
た
め
、

政
府
が
国
際
社
会
と
連
携
し
て
、
毅

然
と
対
応
し
て
い
く
こ
と
を
強
く
求

め
る
。

　

以
上
、
決
議
す
る
。

無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
意
見
書

　

国
会
及
び
政
府
に
対
し
左
記
事
項

の
実
施
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

記

１　

無
電
柱
化
に
関
す
る
基
本
理
念

や
責
務
、
推
進
計
画
の
策
定
等
を
定

め
、
総
合
的
、
計
画
的
か
つ
迅
速
に

施
策
を
推
進
す
る
こ
と
。

２　

法
律
案
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、

公
共
の
福
祉
の
確
保
や
地
域
経
済
の

発
展
に
貢
献
し
、
地
方
自
治
体
に
莫

大
な
財
政
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
。

（
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内

閣
総
理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
国
土
交

通
大
臣
あ
て
）

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
抜
本
強
化
を

求
め
る
意
見
書

　

政
府
に
対
し
、
児
童
福
祉
法
等
改

正
案
を
国
会
に
提
出
し
、
左
記
事
項

に
つ
い
て
も
す
み
や
か
に
実
施
す
る

よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

記

１　
「
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
」
を
法
定
化
し
全
国
展
開
を
図

る
こ
と
。
ま
た
、
養
育
支
援
訪
問
事

業
等
を
全
自
治
体
で
実
施
す
る
こ
と
。

２　

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ

ル
「
１
８
９
」
の
周
知
と
通
報
し
や

す
い
体
制
を
整
え
る
こ
と
。
ま
た
、

体
制
整
備
に
も
努
め
る
こ
と
。

３　

児
童
相
談
所
の
体
制
や
専
門
性

を
抜
本
的
に
強
化
す
る
こ
と
。

４　

児
童
相
談
所
と
関
係
機
関
と
の

間
の
連
携
体
制
を
再
構
築
す
る
こ
と
。

ま
た
、
一
時
保
護
等
で
警
察
と
共
同

対
応
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
。

５　

一
時
保
護
所
の
環
境
改
善
及
び

量
的
拡
大
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
里

親
や
養
子
縁
組
を
推
進
し
、
安
心
し

て
養
育
さ
れ
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
。

６　

被
虐
待
児
童
が
18
歳
を
超
え
て

も
自
立
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

す
る
と
と
も
に
、
き
め
細
や
か
な
ア

フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
を
全
国
で
実
施
す

る
こ
と
。

（
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
法

務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労

働
大
臣
、
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

あ
て
）

婚
姻
歴
の
な
い
ひ
と
り
親
世
帯
に
寡

婦
（
寡
夫
）
控
除
の
適
用
を
求
め
る

意
見
書

　

税
法
上
の
定
め
る
「
寡
婦
」
及
び

「
寡
夫
」
と
は
、
過
去
に
法
律
婚
を

し
た
こ
と
の
あ
る
者
と
定
義
さ
れ
て

い
る
た
め
、
婚
姻
歴
の
な
い
ひ
と
り

親
世
帯
に
は
、
「
寡
婦
控
除
」
及
び

「
寡
夫
控
除
」
が
適
用
さ
れ
な
い
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
、
国
会

及
び
政
府
に
対
し
、
所
得
税
法
・
地

方
税
法
の
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
に
関

す
る
規
定
を
改
正
し
、
す
べ
て
の
ひ

と
り
親
世
帯
に
適
用
す
る
よ
う
強
く

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内

閣
総
理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
厚
生
労

働
大
臣
あ
て
）決　

　

議
…
２
月
24
日

各
意
見
書
…
３
月
24
日

議
決
日


